
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　※ 『-』とされている箇所については平均値計算から除外 4.9

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）

番号

1

2

3

4

5.0

■ 地方公共団体による特記事項

ⅱ）取組の方向性に対する評価

専門家による評価の平均値 4.8

Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値　※ 『-』とされている箇所については平均値計算から除外 3.9

専門家による評価の平均値 -

専門家による評価の平均値 3.0

専門家による評価の平均値 4.7

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価

モビリティの活用によるCO２の削減（運輸部門） 107% 5

市民満足度の向上 - -

市域経済の成長 102% 5

　　　［グリーン・イノベーション・農林水産業分野］
　　　総合特別区域評価・調査検討会における評価結果

　　次世代エネルギー・モビリティ創造特区

　 ［指定：平成23年12月、認定：平成24年３月］

評価指標 進捗度 評点

再生可能エネルギー（太陽光、小水力等）の地産地消率の向上 206% 5

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×3＋4×0＋3×0＋2×0＋1×0）／3＝5

※１）１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5･20%、b：4･10%、
　　　　c：3･70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。

※外部要因による数値への大幅な影響等があれば記載

※２）数値目標○は複数の数値目標があり、※１のとおり各数詞目標の評価を寄与度に応じて加重平均しているため、
　　　進捗度と評点が一致しない。

令和６年度



Ⅲ 取組全体にわたる事業の進捗と政策課題の解決に関する評価

（専門家所見（主なもの）） 5.0

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 5.0

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを１：１：２の比率で計算 (4.9+3.9+5×2)／4=4.7

総合評価

4.7
（注）評価に係る評点及び表記の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。

・スマートハウスの建設が順調に伸びている点は高く評価することができる。今後はこのスマートハウスがどの程度地域
内に普及していくのかを（スマートハウスの社会的な標準化は可能かどうかの検証を）、建設者の社会的経済的階層に
ついての分析を踏まえて予想を行う必要があるかもしれない。市内の中小企業を対象に太陽光発電などの設備投資の
ための助成措置を2022年度から実施してきている点も評価することができる。豊田市での取組を他地域でも展開してい
くための条件を検討する段階に来ているのかもしれない。

・順調に成果を挙げていると考える。

・大手自動車メーカーが近接し、外部環境も変化する中、着実に構想の実装化が進んでいるため、高く評価はしたい。た
だし、モビリティに関しては、ラストだけではなくファーストワンマイルの課題も地方活性化にはあり、そのほか、マイクロ
モビリティなどなかなか進捗しない状況もあり、規制緩和や在り方についての方向性が示せるような取組を期待。




